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英国の Right of Abode（居住権）とは、英国籍者は自動的に、英連邦国籍者の条件
を満たす一部の人が保有する英国の入国・居住・就労権

＊英国への入国・滞在・就労にビザ・ETA不要 
＊英国籍者は手続き不要
＊英連邦国籍者はCertificate of entitlementが必要
＊両親のどちらかが英国出生・英国籍・1982年12月31日以降継続して英連邦国籍
＊1983年1月1日以前から英連邦国籍者と婚姻関係
等

165) 英国 Right of Abode
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165) 英国 Right of Abode
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165) 英国 Right of Abode

上記の記述は不正確。正しくは、以下の通り。

一方、英国・アイルランド国籍者と英連邦国籍者の条件を満たす一部の人、
及び英国の6ヵ月以上の長期滞在ビザ保有者はETAの対象外で不要で、英国・
アイルランドのパスポートか、eVisa 又は資格証明書（Certificate of 
Entitlement）の提示が必要。
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